
 
 

                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ｊ
Ｒ
九
州
の
職
場
で
は
２
４
時
間
、
年
中
無
休
で
労
働
者
が
安
全
運
行
の
為

に
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

一
日
の
労
働
時
間
は
、
日
勤

・
７
時
間
３
０
分
、
乗

務
員
７
時
間
１
０
分
等
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
日
の
労
働
時
間
が
１
０
時
間

あ
る
勤
務
の
場
合
で
も
超
勤
手
当
の
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
故
な
の
で
し
ょ

う
か
？
労
働
時
間
を
超
え
た
も
の
は
超
勤
手
当
が
支
払
わ
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？
何
か
決
ま
り
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

理
由
は 

「労
働
基
準
法
の
３
２
条
２
項

・
１
ヶ
月
単
位
の
変
形
労
働
制
」
Ｊ
Ｒ
で
は
、

そ
れ
を
元
に
し
て

「就
業
規
則
の
５
９
条
の
２
・
変
形
労
働
制
」
を
さ
だ
め
て

い
ま
す
。
１
ヶ
月
単
位
で
総
労
働
時
間
を
決
め
、
そ
の
労
働
時
間
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
１
日
の
勤
務
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
変
形
労
働
制
と
は 

業
務
に
繁
忙

・
閑
散
が
あ
る
場
合
に
１
日
の
労
働
時
間
が
所
定
労
働
時
間

（７

時
間
１
０
分
乗
務
員
）
を
超
え
た
場
合
で
も
１
ヶ
月
の
総
労
働
時
間
を
労
働
日

数
で
平
均
し
て
超
過
し
な
け
れ
ば
超
勤
手
当
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
れ
で
は
、
会
社
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
働
か
せ
ら
れ
る
の
で
は

・
・
・ 

国労は、変形労働制の場合、１ヶ月の

勤務を指定した後、変更期間に入った

場合には勤務変更が出来ないのが労

働基準法の趣旨であり、勤務変更する

場合には措置が必要である・・・とい

うのが考え方です。 

会社は、就業規則の中で、変更理由を

あらかじめ詳しく書いてあれば出来

るとしています。 

 

国労の考え方 

（例）９月分の勤務指定 

８月２５日 ９月分勤務公表 

８月２５日～３１日  

  ９月分勤務指定の変更が可能 

９月１日～ 

変更期間に入るため勤務変更は認め

られない。変更する場合超勤発生！ 

これが国労の考え方です！！ 

いろいろ決まりがあ

るみたいだけど、い

まいち分からない事

だらけ・・・ 
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定期的に学習会があれ

ば参加するんだけど！ 
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